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裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要

綱等に基づく事務の実施状況について

（期間：令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

1 開示申出等に関する事務の実施状況について

（1）司法行政文書開示

申出件数 最高裁 532件（前年度 429件）

下級裁1 038件（前年度 1 073件）

終局件数 最高裁 547件 下級裁 1219件

全部又は－部開示の判断 最高裁389件 下級裁664件

全部不開示の判断 最高裁148件 下級裁542件

取下げ等 最高裁 10件 下級裁 13件

（2）保有個人情報開示

申出件数 最高裁 25件（前年度 34件）

下級裁123件（前年度 122件）

終局件数 最高裁 30件 下級裁 108件

全部又は－部開示の判断 最高裁26件 下級裁60件

全部不開示の判断 最高裁 4件 下級裁43件

取下げ等 最高裁 0件 下級裁 5件

苦情申出に関する事務の実施状況について

苦情申出件数 216件（原判断庁 最高裁65件

2

(1) 苦情申出件数 216件（原判断庁 最高裁65件（うち保有個4件）

級裁151件（うち保有個1 6件））（前年度101件）

(2)情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問した件数 1.7 0件

(3)答申件数 94件

叩、



【機密性2】 【参考資料】

統計資料1司法行政文書開示申出に関する事務の実施状況について
(期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）
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統計資料2保有個人情報開示申出に関する事務の実施状況について
(期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）
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統計資料3苦情申出に関する事務の実施状況について
(期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）
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